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長島町文化ホールデジタル化整備事業 

仕様書 

 

１ 業務名 

ＳＴＥＡＭ教育プロジェクト開設準備業務委託 

 

２ 業務の目的 

本町には、小学校６校、中学校４校、小中一貫校１校があり、ＧＩＧＡスクール構想により

児童・生徒１人１台の端末が整備され教育の現場で活用されている。 

しかしながら、少子高齢化が進み、学校の児童・生徒数は減少し、複式学級化や教員の適

正数が配置されない状況であり、都市部との教育の格差が拡大することが懸念される。 

このため、社会教育の中心である文化ホール（中央公民館）において、だれでも・いつでも

プログラミング等のＩＣＴ活用スキルを継続して学ぶ機会を提供できるよう整備する必要があ

る。 

更に、生涯学習の一環としてデジタルに不慣れな高齢者等を対象とした各種講座の開設やオ

ンライン研修、ｅスポーツ体験の場として活用し、デジタルデバイド解消のための取り組みを

行い、町民が共に学び、支えあう生涯学習・社会教育の拠点施設として長島町文化ホール（中

央公民館）のＩＣＴ環境を整備し各種講座を開設することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約の締結日から令和６年１月３１日（水） 

 

４ 業務内容 

（１）整備場所 鹿児島県出水郡長島町指江１５４５番地 

       長島町文化ホール 延べ床面積２，１０７㎡内（概要図のとおり） 

（２）コンセプト  

子どもから大人まで、いつでも・誰でも利用可能な生涯学習の拠点となり学習の機会を提

供し、デジタル社会において町民の誰一人として取り残されない長島町を創る。 

（３）整備内容 

① １階旧図書室の改修 

様々な生涯学習（Ｍｉｎｅｃｒａｆｔカップやプログラミング教室、スマホ教室等）が

行える、汎用性のあるスペースに改修すること。また、コンセプトを踏まえ、統一感のある

デザインで、最大３０名が利用できる什器や機器類を整備すること。 

② 無線ＬＡＮ環境構築 

下記、該当箇所それぞれの要件に沿い、安定した通信が行える無線ＬＡＮ環境を整備す

ること。その際、既設ネットワークとは分離された独自のネットワークを構築し、事務業務
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に影響を及ぼさないように配慮すること。 

 

 [該当箇所] 

・１階 旧図書室   最大同時接続  ３０台程度 

・２階 コミュニティールーム 最大同時接続数 ４０台程度 

・ホール部分   最大同時接続数 １０台程度 

③ ホール部分の整備 

ステージ上を撮影及び、配信できる機器等を整備すること。 

④ 機器等の調達 

プログラミング教室に必要なＰＣ又はタブレット端末を２０台程度調達すること。その

際、必要な設定等も行うこと。 

⑤ その他  

その他の使用資材等は、安全性や環境に配慮したものを採用し、設計・施工についても

安全性や耐震性等を確保すること。また、施工期間中に於いても、当該施設利用の妨げとな

らないよう、作業スケジュール等十分に配慮すること。 

上記以外において、施設を整備・運営するにあたり、必要な事項について、独自で提案

すること。 

（４）費用項目 

費用項目は以下の項目で費用算出するものとする。 

① 施設工事整備費用 

設計、施工、管理、内装、電気、通信、空調換気、給排水、雨漏り対策、落雷対策等必

要な工事 

② 生涯学習講座等の開催に必要な什器関連整備費用 

必要な備品を選定・調達するとともに、１階旧図書室に配置し、利用可能な状況に整備

する。 

③ 無線ＬＡＮ環境構築関連費用 

オンライン学習塾、Ｗｅｂ会議、ｅスポーツ体験等に必要な運用機器類に関する整備、

それに伴うネットワーク関連整備、または管理に必要な掃除機等の電化製品等。 

④ 旧図書室解体工事費用 

（５）履行状況の確認等 

① 受託者は、町の指導の下、別表１に記載の成果物を各工程に応じて提出すること。 

② 受託者は、町の指導の下、業務計画書、設計図、設計報告書、検査報告書等を提出す

ること。 

③ 受託者は、本業務において必要となる備品について、当該備品の備品調達計画、備品

配備計画に係る書面、図面等を作成し、町の承認を得た上で備品の調達、配備を行い、

令和６年１月３１日（水）までには、当該備品を利用可能とすること。 
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④ 本業務による整備内容、調達した施設の内装や備品等の全ては、町が所有権を有する

ものとする。 

⑤ 上記を含め町より提出を求められた報告書や資料等は、期間を有せず提出するものと

する。 

（６）整備上の留意事項 

① 整備にあたっては、基本コンセプトや機能を踏まえながら、施設レイアウトや内装、

備品の配置、導線、デザイン、色調、素材、明るさ、温度、空調、音響等について検討

し、それらが人の整理、心理に及ぼす影響やユニバーサルデザイン、新型コロナウイル

ス感染防止等にも配慮した上で、交流空間として快適且つ適切なスペース運営となるよ

うに努めること。バリアフリー及び美観、保全性、物理セキュリティの観点から、電気

及びネットワークの配線については、ケーブル及びコンセント等部材の露出を可能な限

り避け、床下、天井、壁面へ隠ぺいすること。（これらの配慮事項は例示であり、この

すべてに配慮することを義務付けるものではないが、予算の範囲内で適切に配慮するこ

とを求めるものである。） 

② 文化ホールは、社会教育・生涯学習の拠点施設であり、一般の利用者も多いことか

ら、親しみやすい好印象を与え、且つ、利用しやすい施設となるよう配慮すること。 

③ 各種整備や運用に係る設備等は翌年度以降、継続的に支払いが発生するもので、本委

託業務内で支払いが可能なものは、一括で支払うことが望ましい。 

（７）その他 

① 本施設は町外との繋がりを生む施設のため、施設整備後、町と共に町外民間事業者や

自治体へＰＲする視察や紹介を可能な限り行うこと。 

② 引き渡し後１年間は委託者の求めに応じて、施設の各設備などの調整を無償で行うこ

と。 

 

５ 秘密の保持 

受託者は、業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。業務の履行期間終了後

も同様とする。 

また、業務の一部を再委託する場合又は技術協力を受けて業務を実施する場合は、その再委

託先及び技術協力先に対し、業務の実施に関して知り得た秘密を漏らすことが無いよう情報管

理を徹底させなければならない。 

 

６ 業務の報告等 

受託者は、委託業務の業務状況及び執行管理を明らかにするため、以下のとおり書類を町に

提出しなければならない。 

（１）業務委託料変更届（別記様式第１） 

当初の業務委託料の範囲内で業務委託料の変更が必要な場合は、業務委託料変更届を提
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出すること 

（２）委託業務終了届（別記様式第２） 

委託業務が終了したときは、遅滞なく、委託業務終了届を提出すること。 

（３）実績報告書（別記様式第３） 

委託業務終了届の提出にあたっては、実績報告書のほか、写真等事業実績を確認できる

書類を添付すること。 

（４）業務委託料請求書（別記様式第４） 

業務委託料の請求に関しては、業務委託料請求書を提出すること。 

 

７ その他 

（１）受託者の故意や過失により目的が達成できない場合、又は目的を達成できない程度が甚

だしい場合には、事業費の全部又は一部の返還を求める場合がある。 

（２）本仕様書は業務の内容について示すものであるが、委託業務の実施に当たって、不明確

な点や改善の必要があると認められる場合は、町と協議のうえ、業務を遂行すること。 

また、本仕様書に記載のない事項であっても、町と協議して定めた事項についてはこれ

を遵守し、業務を遂行すること。 

（３）本事業の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ町に対して、再委託する業務

の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法、その他必要な事項を報告し、承認を得る

こと。 

なお、業務の統括に係る業務は、再委託を認めない。 

（４）受託者が、本業務委託により新たに制作した制作物（写真、イラスト、文章、データ、

予約システム等）の所有権、著作権、利用権は町に属するものとする。    

なお、制作物等に含まれる第三者の著作権、肖像権、その他すべての権利についての交

渉、処理は受託者が行うこととする。 

（５）受託者は、本業務に係る契約の終了に伴い、他社に業務の引継ぎを行う必要が生じたと

町が判断した場合には、町の指示を仰ぎながら、利用者の利便性を損なわないよう、事前

に必要な措置を講じるとともに、円滑な引継ぎを行うものとする。なお、具体的内容につ

いては、受託者と町との協議によることとする。 

（６）受託者は各種法令等を遵守すること。 
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概要図  黄色のエリアが対象 
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概要図  黄色のエリアが対象 
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（別表１） 

成果物 規格 備考 

（１）実施設計 

① 業務工程表 

② 業務実施体制 

③ 配置技術者名簿 

④ 工事概算書 

⑤ 内観パース 

⑥ 業務完了報告書 

⑦ その他町が必要とする事項 

A４縦 共通：文書表記は１１ポイントを原則

とする。ただし、図面内に表記されて

いる画像処理された文字については、

読み取れれば可能とする。 

※実施設計図書及び竣工図書は見開き

Ａ３版の製本３部、ＰＤＦデータ等を

ＣＤＲに収め提出する。 

※綴りは製本せず、着脱可能な厚型フ

ァイルを使用し、適宜分冊し、背表紙

及びインデックスを用いて分かり易く

まとめること。 

※納品するＣＤＲにはタイトルを記載

するとともに、内部のデータについて

も製本版と同じタイトルを付したフォ

ルダやファイル名を作成し、焼き付け

ること。 

（２）工事管理 

① 工事管理業務実施計画書 

② 月報工事管理報告書 

③ 工事管理写真 

④ 工事管理業務完了報告書 

⑤ その他報告・資料等 

（３）施工業務 

① 工事工程表 

② 施工体制表 

③ 現場代理人等の届 

④ 下請け業者選定通知書 

⑤ 緊急連絡票 

⑥ 建設リサイクル法関係届出書 

⑦ 仮説計画図 

⑧ 週報工事報告書 

⑨ 打合せ議事録 

⑩ 工事写真 

⑪ 完了検査報告書 

⑫ 竣工図書 

⑬ 機器取扱説明書 

⑭ 各保証書、証明書等 

⑮ 完成写真 

⑯ 所轄官庁届け出書類 

⑰ 主要な材料・家具・什器・機器

一覧表 

⑱ その他町が必要とする提出書類

および成果物 
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（様式第１） 

  令和  年  月  日 

 

 長島町長 殿 

 

      住    所 

      名    称 

      代表者職氏名 

 

 

業 務 委 託 料 変 更 届 

 

 

令和  年  月  日付けで業務委託契約を締結した下記業務について、業務委託料の変更

が必要となったので届けでます。 

 

記 

 

〇委託業務名 ＳＴＥＡＭ教育プロジェクト開設準備業務 

 

〇業務委託料 

 

(単位:円) 

当初契約額 変更後 備考 

   

 

〇添付資料 

 ・変更後の事業費内訳がわかる資料 
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（様式第２） 

令和  年  月  日 

 

 長島町長 殿 

 

      住    所 

      名    称 

      代表者職氏名 

 

 

委 託 業 務 終 了 届 

 

 

 下記の通り業務を終了したので報告します。 

 

   記 

 

 委託業務名 ＳＴＥＡＭ教育プロジェクト開設準備業務 

 

 契約年月日   令和    年    月    日 

 

 履 行 期 限   令和    年    月    日 

 

 完了年月日   令和    年    月    日 
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（様式第３） 

令和  年  月  日 

  

長島町長 殿 

 

      住    所 

      名    称 

      代表者職氏名 

 

 

実 績 報 告 書 

 

 

令和  年  月  日付けで業務委託契約を締結した下記業務について、実績を報告しま

す。 

 

   記 

 

 委託業務名 ＳＴＥＡＭ教育プロジェクト開設準備業務 

 

 事 業 期 間 令和  年  月  日  ～ 令和  年  月  日 

 

 関 係 書 類 事業実績を確認できる書類 
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（様式第４） 

令和  年  月  日 

 

 長島町長 殿 

 

      住    所 

      名    称 

      代表者職氏名 

 

 

業 務 委 託 料 請 求 書 

 

 

 令和  年  月  日付けで業務委託契約を締結した下記業務について、業務委託契約書 

第  条第  項の規定により、業務委託料の精算払を下記のとおり請求します。 

 

   記 

 

 委託業務名 ＳＴＥＡＭ教育プロジェクト開設準備業務 

 

 請 求 金 額 金          円 

 

委 託 料 総 額 円 

前回迄の交付額 円 

今 回 請 求 額 円 

未 請 求 額 円 

 

 振 込 先 金 融機関名 

預金口座番号 

口 座 名 義 


